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山
る
。目

る
。第

資
源
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企

山 口 県

山
山
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規山 毎

（号 外 ）

口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十

次
中
「
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク
」
を

八
条
第
一
項
の
表
総
合
企
画
部
の

対
策
班
」
に
改
め
、
同
部
地
域
政

画
班
」
に
改
め
、
同
表
産
業
戦
略

口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
二
十
四
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部

目

次

則口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

規

週
火
・
金
曜
日
発
行

三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）

「
県
民
局
」
に
、
「
県
民
局
」
を

部
政
策
企
画
課
の
項
中
「
調
整

策
課
の
項
を
削
り
、
同
部
市
町

部
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

山
口
県
知

を
改
正
す
る
規
則

す
る
規
則
（
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…

則

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

「
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク
」
に
改
め

班
」
を
「
調
整
班

土
地
・
水

課
の
項
中
「
調
整
班
」
を
「
地

。 る
。

事

村

岡

嗣

政

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（月曜日）

五

が
ん
対
策
に
関
す
る
こ

六

周
産
期
医
療
対
策
に
関

第
九
条
第
一
項
の
表
総
合
企

第
六
号
と
し
、
第
二
号
を
第
五

る
。一

地
域
振
興
に
係
る
施
策

二

地
域
開
発
計
画
の
調
整

三

市
町
合
併
及
び
中
核
都

第
九
条
第
一
項
の
表
健
康
福

の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

新
産
業
振
興
課

新
事
業

第
八
条
第
一
項
の
表
商
工
労

企
画
班
」
に
改
め
、
同
条
第
三

を
「
及
び
監
理
課
」
に
改
め
る

第
九
条
第
一
項
の
表
総
合
企

る
。七

土
地
及
び
水
資
源
の
活

八

東
京
事
務
所
、
県
民
局

に
改
め
る
。

長
寿
社
会
課

生
涯
現

介
護
保

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク

推
進
室

総
務
企

第
八
条
第
一
項
の
表
商
工
労

資
源
班
」
に
改
め
、
同
部
新
産

産業戦略部
第
八
条
第
一
項
の
表
環
境
生

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の

と
。

す
る
こ
と
。

画
部
の
部
地
域
政
策
課
の
項
を
削

号
と
し
、
第
一
号
を
第
四
号
と
し

の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る

及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

市
形
成
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調

祉
部
の
部
地
域
医
療
推
進
室
の
項

支
援
班

技
術
革
新
支
援
班

産
業
ク

働
部
の
部
観
光
振
興
課
の
項
中
「

項
中
「
、
地
域
政
策
課
」
を
削
り

。画
部
の
部
政
策
企
画
課
の
項
第
七

用
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関

、
地
域
行
政
連
絡
協
議
会
及
び
セ

役
推
進
班

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
班

険
班

画
班

式
典
・
事
業
班

宿
泊
・
輸
送

働
部
の
部
商
政
課
の
項
中
「
商
業

業
振
興
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

総
務
調
整
班

活
部
の
部
環
境
政
策
課
の
項
中
「

部
長
寿
社
会
課
の
項
及
び
ね
ん
り

一

り
、
同
部
市
町
課
の
項
中
第
三
号

、
同
号
の
前
に
次
の
三
号
を
加

こ
と
。

整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四

ラ
ス
タ
ー
推
進
班

地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
班
」
を
「
観

、
「
、
監
理
課
及
び
総
務
企
画
課

号
及
び
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改

す
る
こ
と
。

ミ
ナ
ー
パ
ー
ク
に
関
す
る
こ
と
。

施
設
班

援
護
班

班振
興
班
」
を
「
商
業
振
興
班

産

め
る
。

環
境
管
理
班
」
を
「
環
境
企
画
班

ん
ピ
ッ
ク
推
進
室
の
項
を
次
の
よ

をえ号 光」め 業 」う

規

則



平成 年 月 日 月曜日

（
設

第
三にの

（
名

第
三

山 口

改
め

し
、

め
、

農
地

第
九第

第
三

第
一

県 報

第
と
し五六七八第

（号 外 ）

第
名

称

位

第
二
目

県
民
局

置
）

十
三
条

地
域
に
お
け
る
出
先
機

、
県
民
生
活
に
係
る
各
種
相
談
業

振
興
を
図
る
た
め
、
県
民
局
を
置

称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
）

十
四
条

県
民
局
の
名
称
、
位
置

、
同
項
中
第
五
号
か
ら
第
八
号

同
部
経
営
金
融
課
の
項
第
二
号
中

同
表
農
林
水
産
部
の
部
農
業
振
興

中
間
管
理
」
を
加
え
、
同
表
土
木

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と

三
章
第
一
節
第
二
款
第
三
目
を
削

十
五
条
の
三
と
し
、
第
三
十
三
条

目
の
次
に
次
の
一
目
を
加
え
る
。

九
条
第
一
項
の
表
商
工
労
働
部
の

、
第
四
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加

火
薬
類
の
取
締
り
に
関
す
る
こ

採
石
に
関
す
る
こ
と
。

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
こ
と

の
採
取
計
画
の
認
可
等
に
関
す
る

電
気
工
事
士
及
び
電
気
工
事
業

九
条
第
一
項
の
表
商
工
労
働
部
の

九
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
部
の

ねんりんピック推進室

一

全
国
健
康
福
祉
祭
の
総
合

二

実
行
委
員
会
に
関
す
る
こ

三

式
典
及
び
事
業
に
関
す
る

四

宿
泊
及
び
輸
送
に
関
す
る

置

所

管

関
相
互
の
連
絡
調
整
及
び
市
町

務
等
を
実
施
し
、
も
つ
て
県
行

く
。

及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お

ま
で
を
削
り
、
第
九
号
を
第
五
号

「
情
報
化
の
促
進
」
を
「
創
業

課
の
項
第
十
八
号
中
「
農
業
経

建
築
部
の
部
道
路
整
備
課
の
項

す
る
。

り
、
第
三
十
五
条
を
第
三
十
五

を
第
三
十
五
条
の
二
と
し
、
同

部
商
政
課
の
項
中
第
六
号
を
第

え
る
。

と
。

（
河
川
区
域
及
び
河
川
保
全
区
域

も
の
を
除
く
。
）
。

者
に
関
す
る
こ
と
。

部
新
産
業
振
興
課
の
項
第
四
号

部
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
室
の

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

と
。

こ
と
。

こ
と
。

区

域

と
の
連
絡
調
整
を
行
う
と
と
も

政
の
総
合
的
な
推
進
及
び
地
域

り
と
す
る
。

と
し
、
第
十
号
を
第
六
号
と

及
び
経
営
革
新
の
支
援
」
に
改

営
基
盤
強
化
」
の
下
に
「
及
び

中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を

条
の
四
と
し
、
第
三
十
四
条
を

款
中
第
二
目
を
第
三
目
と
し
、

十
号
と
し
、
第
五
号
を
第
九
号

並
び
に
一
般
海
域
に
係
る
砂
利

中
「
工
鉱
業
」
を
「
工
業
」
に

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

工
務
課

工
務
第
一
班

「

用
地
課

工
務
課

用
地
第
一
班

工
務
第
一
班

第
三
百
一
条
第
一
号
の
表
中

二

地
域
振
興
に
関
す
る
こ

三

防
災
対
策
に
関
す
る
こ

四

広
報
及
び
広
聴
に
関
す

五

労
働
及
び
雇
用
対
策
に

六

県
民
活
動
の
推
進
に
関

七

そ
の
他
県
民
生
活
に
関

第
二
百
四
十
九
条
の
表
萩
土

「

用
地
課

山
口
県
下
関
県
民
局

山

口

県

萩

県

民

局

（
所
掌
事
務
）

第
三
十
五
条

県
民
局
の
所
掌

一

出
先
機
関
相
互
の
連
絡

山
口
県
岩
国
県
民
局

山
口
県
柳
井
県
民
局

山
口
県
周
南
県
民
局

山
口
県
山
口
県
民
局

山
口
県
宇
部
県
民
局

工
務
第
二
班

」
を

用
地
第
二
班

工
務
第
二
班

工
務
第
三
班

」
に

「
地
域
政
策
課
」
を
「
政
策
企
画

と
。

と
。

る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

木
建
築
事
務
所
の
項
中

下

関

市

下
関
市

萩

市

萩
市

長
門
市

事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

岩

国

市

岩
国
市

玖
珂
郡

柳

井

市

柳
井
市

大
島
郡

周

南

市

下
松
市

光
市

山

口

市

山
口
市

防
府
市

宇

部

市

宇
部
市

美
祢
市

改
め
る
。

課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ

阿
武
郡

熊
毛
郡

周
南
市

山
陽
小
野
田
市

二

の



平成 年 月 日 月曜日

一
項

改
正

山 口 県

こ

報 （号 外 ）

表
中

「

の
表
健
康
福
祉
部
の
部
地
域
医
療

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
に
よ
る
改
正

前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
七
条
第

定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

調
査
審
議
に
関
す
る
事
務

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月

て
支
援
・
少
子
化
対
策
に
関
す
る
施

て
の
建
議
に
関
す
る
事
務

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成

法
律
第
六
十
五
号
）
第
七
十
七
条
第

に
掲
げ
る
事
務

三

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四

六
十
六
号
）
附
則
第
九
条
の
規
定
に

の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

「
子
育
て
支
援
・
少
子
化
対
策
に

に
つ
い
て
の
調
査
及
び
審
議
並

援
・
少
子
化
対
策
に
関
す
る
施

議
に
関
す
る
事
務

一

子
育
て
支
援
・
少
子
化
対
策
に
関

事
項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
審
議
並

推
進
室
の
項
及
び
同
表
土
木
建

る
。

後
の
就
学

等
の
総
合

（
平
成
十
八

三
項
の
規

た
事
項
の

」

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し

策
に
つ
い

二
十
四
年

四
項
各
号

、
保
育
等

法
律
の
一

年
法
律
第

よ
り
同
法

と
が
で
き

に
改
め
る
。

関
す
る
重
要
事
項

び
に
子
育
て
支

策
に
つ
い
て
の
建

」
を

す
る
重
要

び
に
子
育

築
部
の
部
道
路
整
備
課
の
項
の

、
第
八
条
第
三
項
、
第
九
条
第

三



平
成
二

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
六
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


